
雲仙市水道事業経営戦略
1．経営戦略改定の背景

 水道施設の計画的な更新を進め、施設の健全性を維持していくためには、投資費用を合理化したうえで、
財政試算と均衡のとれた収支計画を策定する必要があります。

 令和4年1月には、国から「経営戦略の改定推進について」が通知され、経営戦略において、取組状況や経
営環境の変化を踏まえ、概ね3～5年を目安に見直しを行うことが求められています。

 雲仙市では、令和3年3月に「雲仙市水道事業経営戦略」を策定してから5年が経過しており、その間、人口
の減少や水道施設の老朽化の進行など、事業を取り巻く状況は大きく変化しています。

 このため、「雲仙市水道事業経営戦略」を改定し、本計画に基づく計画的かつ合理的な経営により、経営基
盤の強化と財政マネジメントの向上を図ります。
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1-1.    経営戦略改定の趣旨

1-2.    計画期間

 令和8年度～令和27年度
 水道事業における計画期間は、長期に亘る健全な経営のもと、重要なライフラインである水を安定的に供

給する責務を鑑みて決定した。総務省の見解である10年以上かつ、外部環境や見通しの正確性を考慮し
てあまりにも長期的な計画とならないよう、おおよそ20年と設定します。

2．水道事業の現状と課題

2-1. 人口動態
 平成27年は約46,000人であった本市の総人口

は、令和6年には約41,000人まで減少していま
す。計画期間最終年度の令和27年には約
28,000人まで減少する見通しです。

図 雲仙市の総人口の推移

2-2. 水需要の動向

 令和6年度は給水人口38,810人、有収水量
11,784m3/日でしたが、計画期間最終年度の令和
27年度には給水人口27,045人、有収水量9,893m3/
日となる見通しとなりました。

 浄水施設の構造物は法定耐用年数を超過していません。しかし、電気・機械設備は約66％が
法定耐用年数を超過し、老朽化しています。また、設備を更新しなかった場合、約20年後は電気・機
械設備のすべてが法定耐用年数を超過します。

 管路は法定耐用年数超過管路率が約16％と老朽化が進んでおり、計画的な更新・修繕を本格化させ
る段階に入っていると考えられます。また、管路を更新しなかった場合、約20年後は約47%が法定耐用
年数を超過します。

※出典：現況値は「令和5年度 水道統計」を引用 ※出典：現況値は「令和5年度 水道統計」を引用

図 給水人口・給水量の将来見通し

2-3. 水道施設

（1) 経年化・老朽化

表 浄水施設の構造物・電気・機械設備の老朽化の状況

2-4. 経営状況

（2） 収益性・経営安定性

表 経営状況

3．経営の基本方針

3-1. 基本方針

 本市の水源は清廉な原水の確保ができる深井戸を中心としています。また、水質に関して
は、水質検査計画に基づく徹底した水質管理に努めています。

 水道水には「安全」、「安心」が求められています。今後も引き続き徹底した水質管理に努め、
安全な水の供給を目指していきます。

【安全】安全な水の供給

 水道は市民生活や経済活動に欠かせないライフラインです。そのため、水道水を市民の皆
様に届けるための水道施設には、地震や風水害などの自然災害が発生した場合であって
も、安定した水道水の供給が求められます。

 このような役割を果たす水道施設を運用していくためには、老朽化の解消や耐震化の推進
などのハード対策と、応急給水体制の整備などのソフト対策が必要です。

 これらの様々な対策の拡充を図り、強靭な水道施設を目指していきます。

【強靭】強靭な水道施設の実現

 水道事業は水道料金収入を主な財源として、水道事業の運営や水道施設の整備に掛かる
費用を賄っています。本市では健全な経営基盤の構築とともに、透明性の高い事業経営に
努めていきます。

 また、今後も健全な経営を継続していくため、組織体制を強化するとともに、技術の継承を
進めていきます。

 経営基盤と組織体制の強化により持続可能な事業経営を目指していきます。

【持続】持続可能な事業経営の実現

表 経営状況の評価結果

単位：m
表 管路の老朽化の状況

※出典：水道事業ガイドライン（PI）を活用した現状分析ツール2026
※△：高いほど良い、▼：低いほど良い

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H29 R1 R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27

有
収

水
量

（
㎥

/日
）

給
水

人
口

（
人

）

有収水量（実績）
有収水量（予測）
給水人口(実績)
給水人口(予測)

将来（約20年後）

用途
0～20年

（健全管）
20年超～40年
（経年管）

40年超
（老朽管）

合計
法定耐用年数
超過管路率

法定耐用年数
超過管路率

1,395 2,823 669 4,887

28.5% 57.8% 13.7% 100%

5,854 4,579 1,119 11,552

50.7% 39.6% 9.7% 100%

281,357 164,784 84,935 531,076

53.0% 31.0% 16.0% 100%

288,607 172,187 86,723 547,515

52.7% 31.4% 15.8% 100%

導水管

合計 15.8%

送水管

配水管

現況

47.3%

将来（約20年後）

施設能力
施設能力

(受水除く)

法定耐用年数
を超えた
施設揚力

法定耐用年数
超過浄水施設率

法定耐用年数
超過浄水施設率

（㎥/日） （㎥/日） （㎥/日） （建築・土木） （建築・土木）

浄水施設
(構造物)

26,544 26,544 0 0.0%
5.0%

（建築5.0%・土木0%）

電気・機械
設備総数

法定耐用年数
超過設備率

法定耐用年数
超過設備率

(設備数)

浄水施設
(設備)

205 65.9% 100.0%

経年化年数を超えている
電気・機械設備総数

135

(設備数)

現況

45,79045,15444,68844,149
43,40542,77642,30941,90041,324 40,72740,176

37,001

33,892

30,882

27,862

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R12 R17 R22 R27

1
世

帯
あ

た
り

人
員

（
人

/
戸

）

総
人

口
（

人
）

総人口（実績） 総人口（推計）

項目 評価

収益性
経常収支比率は全国平均を上回り
良好ですが、営業収支比率は100％
未満です。

費用
給水収益に対する費用割合はいず
れも全国平均より高くなっています。

料金
料金回収率が100％未満で、水道料
金だけでは経費を賄えていません。

評価指標
値

の捉え方 R3 R4 R5 全国 長崎県

営業収支比率(％) △ 71.7 76.5 86.4 92.9 87.1

経常収支比率(％) △ 111.4 116.1 125.4 109.1 110.4

繰入金比率(収益的
収支分）(％)

▼ 27.4 26.5 24.1 4.8 7.9

給水収益に対する

職員給与費の割合
(％)

給水収益に対する

企業債利息の割合
(％)

給水利益に対する

企業債残高の割合
(％)

料金回収率(％) △ 75.2 80.5 91.4 96.8 94.2

1ヶ月10㎥当たり家
庭用料金(円)

▼ 1,390 1,390 1,610 1,625 1,740

有収率(％) △ 71.04 72.83 71.7 84.6 80

料金

▼ 595.2 538.2 475.3 381.7 498.8

18.3

▼ 9.8 8.8 7.4 4.8 6

項目
雲仙市 平均値（R5）

収益性

費用

▼ 23.8 22.6 20.8 12.3
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4．投資・財政計画

4-1.投資計画

 施設の耐用年数や更新時期を踏まえた長期的な見通しを整理
し、供給の安定性を確保するために重要度や影響度を考慮した
整備の方向性を検討しています。

 また、更新費用が特定の時期に集中しないよう、整備時期の調
整や費用の平準化を図ります。

 これらの事業費から年次別事業計画を立案します。
令和8年度～27年度の20年間の投資額（工事費）は約82億円と
なる見通しです。

4-2.財政計画

（2) 経営安定のための料金改定案

① 収益的収支

表 経営安定のための料金改定案
 経常収支比率を概ね100％以上に維持でき、経営の

安定性・健全性を確保できる状況にするためには右
表のような料金改定が必要となる見込みです。

図 収益的収支の見通し（料金改定後）

②資本的収支

図 資本的収支の見通し（料金改定後）

数値目標（目標年：令和27年度）

■安定
・有収率を類似団体平均値の84％（約12％上昇）以上に向上
■持続

・令和10年～令和27年(目標年)において、経常収支比率100%以上を維持
・料金回収率100％

項目 小項目 取組み

1) これまで
の主な経営
健全化の取
組

① 民間委託

・検針・水質検査・漏水調査業務の民間
委託
・電気設備点検・施設管理・漏水調査等
の一部業務の職員実施による経費削
減

② 広域連携
・島原半島 3 市連携研究会の開催
（業務共同化・施設共同化の協議）

③ 職員 ・職員数の削減

④ 経費削減
・水質検査の効率化、資材発注方法の
見直し

⑤ 料金回収 ・給水停止等による未収金の回収

2) 投資に
ついての検
討状況等

① 民間の資
金・ノウハウ
等の活用

・民間活用手法導入による効率化の精
査
・導入可能性の継続検討

② 施設・設
備の廃止・統
合

・小規模施設の統廃合の検討
・構造物更新時のダウンサイジング
・管路の必要に応じたダウンサイジング

③ 施設・設
備の長寿命
化等の投資
の平準化

・水道施設の適切な維持管理
・施設・設備の延命化の推進
・アセットマネジメントによる資産の健全
性把握と投資平準化

④ 広域化
・島原半島 3 市における水道事業連携
により、資機材等の共同保有の検討と
事務連携の検討

（1） 現行の水道料金体系での収益性・経営安定性
① 収益的収支

図 収益的収支の見通し（現行の料金体系）

② 資本的収支

図 資本的収支の見通し（現行の料金体系）

項目 小項目 取組み

3) 財源に
ついての
検討状況
等

① 水道料金
・老朽化・漏水対策更新事業の推進
・持続可能な経営基盤構築のための
水道料金の見直し

② 企業債
・企業債の計画的活用
・企業債残高・内部留保の適正管理
・適切な起債率の設定

③ 補助金 ・国庫補助金を活用

4) 投資以
外の経費
についての
検討状況
等

① 委託料

・水質検査業務等の外部委託
・検針業務の民間入札の検討
・開閉栓・維持管理業務の効果確認
・効果的な業務の外部委託化による
経費削減

② 修繕費
・適切な維持・修繕の実施
・施設維持管理の外部委託検討
・修繕費用の削減

③ 動力費
・ポンプのインバーター制御導入等に
よる電力費削減による経費節減

④ 職員給与費

・安定した水道事業の継続のための
職員体制の維持
・専門的経営力・技術力を有する職員
の育成、技術継承と組織力強化

図 投資計画（令和8年度～令和27年度）
（年間の工事費）

5．経営戦略の事後検証および更新
 現行の水道料金体系の場合、将来の収益的収支は

令和12年度から純損失となる見通しです。
 現行の料金体系の場合、令和16年度には補

填財源残高がマイナスに転じ、事業の継続が
困難となる見通しです。

 料金改定により、経常収支比率は100％以上を
維持でき、経営の安定性・健全性を確保できる
状況となります。

 料金改定により資金を維持・造成することが可能
となり、強固な財政基盤を構築し、更に将来の更
新事業に備えることが可能となります。

5-1.投資・財政の収支改善に向けた取組み

2

 雲仙市の水道事業の実態を踏まえた投資・財政の収支改善の取り組みを以下に示します。
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③料金回収率

図 料金回収率の見通し（現行の料金体系）

図 料金回収率の見通し（料金改定後）

 料金改定を行うことで、上昇する給水原価に対応した料金収入の確保が可能となり、料金回収率は
改善します。これにより、必要な資金を安定的に確保でき、事業運営の持続性および財政基盤の強
化が図られます。

 給水原価は物価高騰などによる費用の増加に伴い
年々上昇します。これにより、料金回収率についても
年々低下し、令和27年度には53.1％となる見通しで
す。

③料金回収率
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